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令和８年度世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」 
ＰＲ動画を活用した広告業務委託企画提案実施要領 

 
１ 業務目的 

 世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の認知度向上・誘客促進を図るため、首都

圏在住者及び首都圏への来訪者をターゲットに、ＰＲ動画を屋外広告、交通広告等とし

て放映する。 

 

２ 委託者 

  「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会 

 

３ 委託業務の概要 

(1) 業務名  

令和８年度世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」ＰＲ動画を活用した広告業務委託 

(2) 業務内容 

仕様書のとおり 

(3) 履行期限 

   令和９年３月３１日（水） 

 

４ 契約先の選定方法 

  企画提案方式により、内容等の最も優れた業者に決定 

 

５ 提案限度額 

４，２３６千円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※ この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための

ものである。 

  ※ 履行までに要するすべての経費を含む。 

 

６ 企画提案に係る参加資格 

  企画提案に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

(1) 法人格を有すること。 

(2) 自治体及びこれに類する団体、観光団体等の実施する事業において同種の受託実績

があること。 

(3) 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者。 

イ 「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会構成自治体から指名停止の措置を受

けている者。 

ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条に規定する暴力団をいう。）関係企業等。 

 

７ 企画提案内容 

(1) 広告の具体案 

   放映場所・イメージ等について絵コンテ等で具体的に示すこと。 
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(2)  効果検証方法の提案 

(3)  事業実施にあたってのスケジュール案   

 

 

８ 委託契約に係る今後のスケジュール 

(1) 質問書提出期限          ７月８日(水)午後５時まで（必着） 

(2) 質問に対する回答        ７月 10 日(金)※E-mail にて回答 

(3)  企画提案参加申込書提出期限   ７月 17 日(金)午後５時まで（必着） 

(4)  企画提案書等提出期限      ７月 24 日(金)午後５時まで（必着） 

(5)  選定結果通知         ８月上旬予定                                

(6)  契約内容協議・締結      選考結果通知後、速やかに実施 

 

９ 企画提案に係る質問と回答について 

  別添様式１により、７月８日(水)午後５時までに E-mail にて提出すること。 

質問に対する回答は、７月 10 日(金)までに、参加表明者全員に E-mail にて回答す

る。 

 

10 企画提案参加申込 

別添様式２により、E-mail で、件名に「参加申込書」と記載の上、７月 17 日(金)午後

５時までに提出すること。 

提出後に辞退する場合は、別添様式３により、E-mail で、件名に「辞退届」と記載の

上、速やかに提出すること。 

なお、別添様式２の提出がされた後、７月 24 日(金)午後５時までに下記 11 の企画提

案書等が提出されない場合は、辞退したものと見なす。 

 

11 企画提案書等提出 

(1)企画提案書 

別添様式４に、次の内容を掲載した企画提案書（任意様式）を添付したもの一式の PDF

データを、E-mail で、件名に「企画提案書」と記載の上、７月 24 日(金)午後５時まで

に提出すること。 

・実施する事業の概要 

・実施スケジュール、実施体制図 

・上記７に定める企画提案内容（実施しようとする具体的内容） 

(2)参考見積書 

次の項目を記載した任意の様式により、上記(1)と併せて提出すること。 

・各積算項目の単価並びに数量等の内訳 

・見積書発行責任者及び担当者の役職名、氏名、連絡先 

※正式な見積については、最も優れた企画を提案した応募者に改めて依頼する。 

(3)暴力団排除措置に係る関係書類  

鹿児島県「役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格者名簿」に登載

されていない応募者については、別添様式５により、上記(1)と併せて提出すること。 

(4)提出の条件 

   ア 企画書の提案は１者につき１案に限る。 
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   イ 提出された企画提案書は返却しないこととし、提出後の修正は認めない。 

   ウ 企画書作成に関する経費は、企画提案者の負担とする。 

 

12 選定方法及び選定結果 

(1)  審査・選定方法 

   提出された企画提案書について、書面審査による総合的な評価を行った上で、最も 

内容が優れた者（最優秀提案者）を本委託事業の契約相手方の候補者とする。なお、 

審査に際し、確認を要する場合には、企画内容等について問合せを行う。 

(2)  選定結果 

 選定結果は、すべての提案者に対して書面により通知する。 

   

13 契約について    

選考で最優秀提案者に決定した事業者は、委託者が作成した仕様書及び当該事業者が

提出した企画提案書に基づき、双方協議の上で契約を締結するものとする。 

 (1) 事業内容 

原則として提案された事業内容とするが、必要に応じて委託者との協議により提案

された企画内容の修正・変更を行い、委託契約を締結するものとする。 

(2) 委託金額 

   事業内容を修正した場合においても、上記５の提案限度額を上限とする。 

 (3) 業務の再委託 

   委託契約に係る業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

 

14 その他 

(1) 提出された企画提案書、審査内容及び審査経過については公表しない。また、選定 

結果に対する異議申し立ては認めない。 

(2) 企画提案に係る提出書類は、提案者に無断で審査目的以外には使用しないが、審査 

に必要な範囲において、複製を作成する場合がある。 

 

15 書類等の提出先・お問合せ先  

  「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会事務局 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 

  鹿児島県観光・文化スポーツ部文化振興課世界文化遺産室（担当：松尾） 

  電 話：０９９－２８６－２３６５  

  E-mail：sekaibunka2@pref.kagoshima.lg.jp 
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